
目

次

告

示

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
潜
水
調
査
業
務
の
競
争
入
札
参
加
資
格
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
一

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
六

公

告

○
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
六

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
百
二
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
八
甲
田
会
十
和
田
市
大
字
相

坂
字
高
清
水
七
八

の
二
三
二

共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
高
清

水
八
甲
荘

十
和
田
市
大
字
相

坂
字
高
清
水
七
八

の
二
〇
九

平
成
三一･
三･
一

青
森
県
告
示
第
百
二
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
百

六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
が
平
成
三
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年

五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
潜
水
調
査
業
務
（
水
域
に
お
い
て
ス
ク
ー
バ
ー
潜
水
器
を
用

い
て
潜
水
し
、
水
域
中
の
底
質
や
生
物
の
採
取
、
観
察
等
を
行
い
、
県
に
採
取
物
、
撮
影
写
真
・
ビ

デ
オ
、
観
察
ス
ケ
ッ
チ
、
測
定
記
録
等
を
成
果
品
と
し
て
納
入
す
る
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
委
託
契
約
を
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
締

結
す
る
場
合
に
お
け
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
競
争
入
札
参
加
資
格
」

と
い
う
。
）
、
競
争
入
札
参
加
資
格
の
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と
い
う
。
）
の
申
請
の
時
期
及

び
方
法
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
令
第
百
六
十
七
条
の
五
第
二
項
及
び
第
百
六
十
七
条
の

十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百
六
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

競
争
入
札
参
加
資
格

競
争
入
札
参
加
資
格
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

潜
水
調
査
業
務
の
実
績
、
従
業
員
の
数
、
資
本
の
額
そ
の
他
の
経
営
の
規
模
及
び
状
況
か
ら

み
て
、
県
の
契
約
の
相
手
方
と
し
て
適
当
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

２

三
に
規
定
す
る
潜
水
業
者
資
格
審
査
申
請
書
（
添
付
書
類
を
含
む
。
）
の
重
要
な
記
載
事
項

に
つ
い
て
記
載
し
、
か
つ
、
そ
の
記
載
内
容
が
事
実
に
反
し
て
い
な
い
こ
と
。

３

潜
水
調
査
業
務
を
行
う
に
当
た
り
法
律
上
必
要
と
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

二

資
格
審
査
の
申
請
の
時
期

資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
五
月
七
日
ま
で
と
す
る
。

た
だ
し
、
申
請
者
が
他
の
時
期
に
当
該
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

資
格
審
査
の
申
請
の
方
法

資
格
審
査
の
申
請
は
、
潜
水
業
者
資
格
審
査
申
請
書
（
第
一
号
様
式
。
以
下
「
申
請
書
」
と
い

青
森
県
報
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第
四
千
五
百
七
十
二
号

平
成
三
十
一
年

三
月
四
日

（
月
曜
日
）



う
。
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
、
農
林
水
産
部
水
産
局
水
産
振
興
課
へ
提
出
し
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

会
社
概
要
（
第
二
号
様
式
）

２

経
営
規
模
総
括
表
（
第
三
号
様
式
）

３

潜
水
調
査
等
実
績
調
書
（
直
前
二
年
分
）
（
第
四
号
様
式
）

４

潜
水
技
術
者
等
経
歴
書
（
第
五
号
様
式
）

５

潜
水
器
具
・
装
置
の
設
備
状
況
（
第
六
号
様
式
）

６

貸
借
対
照
表
（
直
前
二
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
決
算
に
よ
る
も
の
）

７

損
益
計
算
書
（
直
前
二
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
決
算
に
よ
る
も
の
）

８

申
請
者
の
登
記
事
項
証
明
書
等

９

納
税
証
明
書
（
次
に
掲
げ
る
税
目
に
つ
い
て
、
未
納
及
び
滞
納
が
な
い
こ
と
の
証
明
）

㈠

法
人
の
場
合

法
人
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
、
法
人
事
業
税
、
法
人
住
民
税

㈡

個
人
事
業
者
の
場
合

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
、
個
人
事
業
税
、
個
人
住
民
税

四

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知

資
格
審
査
の
結
果
は
、
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。

五

競
争
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

競
争
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
四
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
お
い
て
指
定
す
る
日
か
ら
平

成
三
十
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

六

申
請
書
の
記
載
事
項
の
変
更
届
等

申
請
書
を
提
出
し
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
営
業
を
廃
止

し
た
と
き
又
は
休
業
す
る
と
き
は
、
潜
水
業
者
資
格
審
査
申
請
書
記
載
事
項
変
更
（
休
・
廃
業
）

届
（
第
七
号
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

商
号
又
は
名
称

２

所
在
地
又
は
住
所

３

代
表
者
の
氏
名

４

そ
の
他
競
争
入
札
参
加
資
格
に
関
し
重
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
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青
森
県
告
示
第
百
三
十
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

公

告

林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登
録
番
号
登

録

年
月
日

生
産
事
業
者

生
産
事
業
の
内
容

事

業

所

氏
名
又

は
名
称
住

所
種

穂
苗

木
名

称
所

在

地

二九二
平
成
三一･
二･二二
有
限
会

社
唐
川

造
材
部
東
津
軽
郡

今
別
町
大

字
大
川
平

字
村
元
三

三
の
二

採
取
精
選
幼
苗
の
育
成

幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育
成

有
限
会
社

唐
川
造
材

部

東
津
軽
郡
今
別

町
大
字
大
川
平

字
村
元
三
三
の

二

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
林
住
研

二

代
表
者
の
氏
名

林
孝

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
本
町
三
丁
目
四
の
一
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
九
）
第
一
〇
〇
八
八
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
一
年
二
月
十
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

（ ）6青 森 県 報 第4572号平成31年３月４日 月曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
三
戸
支
店

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
五
戸
支
店

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
南
部
支
店

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
二
日
町

三
戸
郡
五
戸
町
字
下
大
町

三
戸
郡
南
部
町
大
字
大
向

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
三
戸
支
店

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
南
部
支
店

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
五
戸
支
店

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田

三
戸
郡
五
戸
町
字
下
大
町


